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●トピックス 

  ◆県内における感染性胃腸炎の集団発生について（R1年 12/26） 

 

   潮来保健所管内において，1定点あたり第 51週 4.88,第 52週 11.60 と 

  倍増しています。 

 

   県において，1定点あたり，第 51週 7.21（国 6.60），第 52週 7.43 

 （国 7.46）と県・国共に増加しています。 

 

   県においては，感染性胃腸炎の集団発生がありました。 

 

   関係者の皆様には，手洗いの徹底など感染症予防対策の 

  実施をお願いいたします。 

 

 ★＝★＝★＝★＝★＝★＝★＝★＝★＝★＝★=★＝★＝★＝★＝★＝★ 

 

  ＜集団発生の定義・報告基準＞ 

   （厚生労働省通知 H17年 2月 22日付け 

    「社会福祉施設などにおける感染症等発生時に係る報告について」） 

 

  （１）同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると 

     疑われる死亡者又は重篤患者が 1週間内に 2 名以上発生した場合 

 

  （２）同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると 

     疑われる者が 10 名以上又は全利用者の半数以上発生した場合 

 

  （３）（１）及び（２）に該当しない場合であっても，通常の発生 

     動向を上回る感染症等の発生が疑われ，特に施設長が方向を 

     必要と認めた場合 

 ★＝★＝★＝★＝★＝★＝★＝★＝★＝★＝★=★＝★＝★＝★＝★＝★ 

 

 

 【感染性胃腸炎の集団発生について（県）】 



  http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr  

/press/20191226-noro.html 

 

 【リーフレット「ノロウイルスに注意」（県）】 

  http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr  

/press/documents/noro-leaf_2.pdf 

 

 【吐物の処理方法について（県）】 

  http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/other/documents  

/noro-syori.pdf 

 

 【ノロウイルスに関する Q&A（国）】 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou  

/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html 

 

 【社会福祉施設等における感染症など 

    発生時に係る報告について（国】H17年 2月 22 日】 

  https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/norovirus  

/dl/h170222.pdf 

 

 

 

 ◆インフルエンザの注意報発令・地域警報発令について（R1年 12/19） 

      

   潮来保健所管内において，1定点あたり第 51週 21.77,第 52週 22.85 と 

  さらに増加しています。 

 

   県において，1定点あたり，第 51週 19.66（国 15.62），第 52週 21.46 

 （国 21.23）とさらに増加しています。 

   また，県内において，インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等 

  措置・集団発生等がありましたので，注意が必要です。 

    

   県において，2019 年第 50 週（2019年 12/9～12/15）のインフルエンザ 

  定点当たりの患者報告数が，14.96 となり，国の定める注意報の基準値 

 （10.00）を超えたため，2019年 12/19，県内全域の「インフルエンザ注意報」 

  が発令されました。 
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   また，土浦保健所管内において，第 50 週のインフルエンザ定点 

  当たりの患者報告数が 31.36 となり，国の定める警報の基準値（30.00）を 

  超えたため，2019 年 12/19 に地域警報が発令されています。 

 

   第 52 週のインフルエンザ流行状況を保健所菅管内別で見ると， 

  土浦（27.91），竜ケ崎（31.69），潮来（22.85），古河（22.60）の 

  順に高い状況です。 

 

   県衛生研究所において，2019年 9月 2日から 2020年 1月 6 日までの期間に 

  インフルエンザウイルスを検出した検体すべてが「AH1pdm09」と 

  なっています。  

 

  ＜集団発生の報告基準＞ 

   各社会福祉施設内において，最初のインフルエンザ様症状の患者 

  発生後 7日以内に，その者を含め 10名以上の患者が集団発生した場合に， 

  管轄の保健所に報告することになっています。 

  

 【インフルエンザ流行情報（県）】 

   http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza  

/2019-2020.html 

    

 【インフルエンザとは（国立感染症研究所）】  

   https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/219-about-flu.html 

 

 【インフルエンザ Q&A（厚生労働省）】 

   https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html 

   

   

  

 ●感染症サーベイランス情報 

 【県内の保健所別報告数】             ※国の報告は前週（最新） 

 （2019 年第 52週 12月 23 日～12月 29 日）     （2019 年第 52週までの報告数  

累計） 

                         

 結 核  11件（潮来 1件，他 10件）     県 496件， 全国 20702 件 
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 アメーバ赤痢 2 件（水戸，古河）        県  11件， 全国  831 件 

 

 カルバペネム耐性 

    腸内細菌科細菌感染症 1件（潮来）    県  63件, 全国  2274 件 

 

 急性脳炎   4 件（水戸，土浦，つくば 2件）   県  43件， 全国  907 件 

 

 侵襲性肺炎球菌感染症 3 件（水戸 2 件，日立）   県  52件， 全国  3232 件 

 

 梅 毒    1 件（水戸）           県 107件， 全国  6504 件 

 

 百日咳    3 件（潮来 0件，他 3件）      県 432件, 全国 16607 件 

 

 ─────────────────────────────────────  ★ 当

メールの内容についてのお問  

い合わせは下記までお願いします。    茨城県潮来保健所 保健指導課      

 E-Mail：itaho05@pref.ibaraki.lg.jp TEL:0299－66－2174   

 ──────────────────────────────────── 

*******************鹿行地域感染等  

対策ネットワーク*********************     【事務局】 

 土浦協同病院        ｜    なめがた地域医療センター ｜ 茨城県  

潮来保健所               ｜   〒311-3516          

｜  〒311-2422    行方市井上藤井 98-8   ｜   潮来市大洲 1446－1    

              ｜      TEL:0299-56-0600   ｜    

TEL:0299－66－2174（代表）    FAX:0299-37-4111     FAX:0299－66－1613 
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